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総 務 文 教 委 員 会 

 

日 時 平成２０年１２月１０日（水）午前１０時００分開会－午後２時３８分閉会 

場   所  

 

出席委員 田代委員長、辻下（文）副委員長、川端、鍛治、中原、出口、谷本、辻下（正） 

      反保副議長、和田監査委員 

 

欠 席 委 員 なし 

 

傍 聴 議 員 小川、竹内 

 

出席理事者 石田町長、田中教育長、中口総務部長、時岡総務部理事、 

南総務部副理事兼総務法制課長、亀崎総務部危機管理課長、 

四至本総務部行財政改革課長、中田総務部総務法制課長代理、笠間企画部長、 

竹本企画部理事、廣田企画部秘書課長、保井企画部企画人事課長、 

谷下（泰）企画部人権推進課長、渕原会計管理者理事兼会計課長、 

阪本会計室会計課長代理、岡田教育部長、岡本教育部副理事兼生涯学習課長、 

唐門教育部学校教育課長、嶋坂教育部指導課長、山路教育部指導課参事、 

一本教育部副理事兼青少年センター・文化センター所長、 

茂野淡輪幼稚園長 

 

欠席理事者 谷口教育部副理事兼淡輪公民館長、酒井給食センター所長、 

 

案   件 

     （１）付託案件について 

1 



 

（午前１０時００分 開会） 

田代委員長 皆さん、おはようございます。 

本日は、本委員会へのご出席、ご苦労さまでございます。 

ただいまの出席委員は８名、全員出席でございます｡ 

理事者におかれましては、谷口教育部副理事兼淡輪公民館長及び酒井給食センター所長、

が病気により欠席の報告を受けております。 

定足数に達しておりますので、これより総務文教委員会を開催いたします。 

議案の審議に当たりましては、十分意を尽くされましてご審議いただき、あわせて議事

が円滑に運びますよう、ご協力をお願いいたします。 

なお、携帯電話をお持ちの方は、マナーモードにしていただくか、電源をお切りしてい

ただくか、よろしくお願いいたします。 

去る１２月３日の本会議において、本委員会に付託を受けました議案５件の審議を行い

ます。 

それでは、これより議事に入ります。 

その前に、会議の進め方について、委員の皆さん、何かございませんか。 

（「委員長一任」の声あり） 

田代委員長 ありがとうございます。それでは、私の方から進めさせていただきます。 

なお、発言者については、必ずマイクのスイッチを入れてから発言をお願いいたします。 

また、質疑についての理事者の答弁は、所属部署と氏名を言ってからお願いいたします。 

議案第９１号「平成２０年度岬町一般会計補正予算（第３次）の件」のうち、本委員会

に付託された案件について、議題といたします。 

本件について、担当課からの説明を求めます。 

唐門教育部学校教育課長 委員会資料１ページをご参照願います。 

平成２０年度岬町一般会計補正予算（第３次）の歳入について、ご説明いたします。 

１４、国庫支出金、２、国庫補助金、小学校費補助金として２,０００円の補正をする

ものです。 

内容としましては、当初見込み数より、１名の要保護世帯がふえたため、２,０００円

増額するものです。 

小学校費補助金２,０００円については、要保護、準要保護児童援助費に充当するもの

です。 
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亀崎総務部危機管理課長 続きまして危機管理の亀崎でございます｡  

同じく国庫補助金、消防費国庫補助金といたしまして、補正予算額は８１４万４,００

０円でございます｡ 

今回の補正につきましては、国における緊急経済対策、平成２０年８月２９日に政府与

党の経済対策閣僚会議で決定されておりまして、その一貫で、安心実現のための緊急総合

対策といたしまして、各地方公共団体が実施する緊急総合対策を要する経費に充てられる

ものでございます。 

本町の緊急総合対策といたしましては、町内の避難所、多奈川小学校体育館、深日小学

校体育館、淡輪の町民体育館、孝子小学校の敷地内に４カ所に備蓄倉庫、並びに備蓄品を

整理するものでございます。 

詳細な整備内容につきましては、歳出の方でご説明したいと思います。 

谷下企画部人権推進課長 続きまして１５、府支出金、総務管理費補助金といたしまして、５４

万円を府支出金において増額補正するものでございます。 

内容としましては、予算科目の人権相談事業費補助金を総合相談事業交付金に改めてま

して、従来の人権相談事業費補助金の１２５万円を減額し、新たに広報公聴費の法律相談

事業に充当する６０万２,０００円を増額。また、これまでの人権相談事業に充当する１

１８万８,０００円を増額し、差し引き５４万円を増額補正するものでございます。 

理由といたしましては、昨年度まで補助事業で実施してまいりました人権相談事業の相

談４事業が大阪府の財政再建プログラムにおきまして、今年度より相談４事業を統括し、

交付金事業に変更されたこと。また、大阪府の交付金にかかります内示額に合わせて補正

を行う必要が生じたことによるものでございます。 

以上です。 

唐門教育部学校教育課長 ６、教育費府補助金、教育費補助金として、マイナス５２万５,０００

円の減額補正するものです。内訳としましては、進路支援選択事業補助金、マイナス９４

万４,０００円。総合相談事業交付金２９万９,０００円、学力向上推進校支援事業補助金

１２万円の補正をするものです。 

詳細については歳出でご説明いたします。 

以上です。 

保井企画部企画人事課長 ３委託金、総務管理費委託金、府支出金として１００万円を補正する

ものです。  
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平成２０年度ＮＰＯ事務にかかる大阪府からの移譲事務交付金で、住民情報システム事

業及びＮＰＯ法人設立認証等事業に充当するものです。 

     ２ページをごらんください。 

統計調査費委託金、府支出金として１０万９,０００円を補正するものです。漁業セン

サスの指定統計調査費に充当するものです。 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 続きまして、寄附金、１寄附金、４教育費寄附金といたしま

して社会教育費寄附金として５万円の補助をするものです。 

内容としまして、国際ソロプチミスト大阪りんくうより指定寄附として、深日児童館図

書の購入として寄附をいただいたものでございます。その歳入額としまして、５万円の補

正をするものでございます。  

四至本総務部行財政改革課長 １８繰入金、１基金繰入金、財政調整基金繰入金としまして、マ

イナス１,８６９万９,０００円を補正するものでございます。 

内容といたしましては今補正予算に伴います財源調整でございます。 

２１町債、１町債、借換債といたしまして５,０１０万円を補正するものでございます。 

内容につきましては、歳出におきまして説明させていただきますけれども、大阪府財政

再建プログラムにおきまして、高利率の市町村施設整備資金貸付金の繰上償還を実施する

ことが予定されております。 

これに伴いまして、この繰上償還の財源といたしまして、借換債を発行するものでござ

います。 

当委員会に付託されております補正予算といたしましては４,０７２万１,０００円とい

うことになっております。 

保井企画部企画人事課長 ３ページをごらんください。 

最初に今回の人件費の歳出補正の主な理由を申し上げます。 

４月の職員の異動と、この４月からの給料の３％減額等によるものでございます。 

人件費にかかる備考につきましては省略をさせていただきますので、ご了解をお願いい

たします。 

では各区分ごとに説明させていただきます。 

１議会費、議会費人件費、一般職２４万１,０００円を減額するものです。 

２総務費、一般管理費人件費、特別職、特別職の地域手当の廃止に伴い、３２万３,０

００円を減額するものです。 
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一般管理費人件費一般職、職員の異動、退職手当等により２,８７４万５,０００円を増

額するものです。 

備考欄にございます職員手当等２,０２３万４,０００円のうち、退職手当８月退職分１,

７５７万９,０００円を含んでおります。 

廣田企画部秘書課長 続きまして、２広報公聴費の公聴費につきましては、歳入の総務管理費補

助金で説明させていただきましたが、総合相談事業交付金のうち、６０万２,０００円を

法律相談弁護士委託料に充当するための財源更正を行うものです。 

南総務部副理事兼総務法制課長 次に、４、財産管理費、車両購入費として１７７万９,０００円

です。予算の内訳といたしまして、損害保険料３万６,０００円、車両購入時登録手数料

１万７,０００円、車検時等手数料８,０００円、公用車購入費１６８万円、重量税３万８,

０００円でございます。 

内容といたしましては、幼稚園バスが故障したため、総務法制課管理のバスを現在、幼

稚園バスとして、園児送迎用に使用しています。 

このように、町のバスを幼稚園バスとして現在使用しているため、各課の業務に支障を

来しておるところでございます。 

そこで町のバスを確保するため、熊取町のバスを譲り受けるべく、補正予算を計上した

ものです。 

参考といたしまして、国の自動車ＮＯx ・ＰＭ法が、平成１９年１２月に一部改正され、

大阪府においても大気環境の改善を図るため、大阪府生活環境の保全等に関する条例を改

正し、自動車排気ガスの排出基準を満たさないトラック、バス等に対する大阪府内への流

入規制が平成２１年１月より実施されることになりました。 

この制度では大阪府内では岬町、太子町、河南町、千早赤阪村、能勢町、豊能町の５町

１村が規制対象外区域となっており、町内の循環用であれば運行できることになっており

ます。 

そこで熊取町で使用できないバスを本町で譲り受け、幼稚園バスとして町内循環用に使

用し、現在、幼稚園バスで使用しているバスを本来の町のバスに戻したいと考えておりま

す。現在、熊取町でバスの譲渡方法について検討されております。 

次に、普通財産管理費として８９万１,０００円です。 

予算の内訳といたしましては、町有地境界確定業務委託料６５万４,０００円、町有地

鑑定委託料２３万７,０００円でございます。 

5 



 

内容といたしましては、南海電鉄多奈川線、深日港１号踏み切りの敷地２８２.６４平

方メーターの、名義は岬町となっており、今回、土地の整理を行う費用でございます。 

なお、南海電鉄多奈川線深日港１号踏み切りについては、平成２１年４月１日をめどに

閉鎖する方向で検討しております。 

以上です。 

保井企画部企画人事課長 ７企画費、住民情報システム事業６５万１,０００円を補正するもので

す。消耗品費として様式を印刷するトナー等を購入するものです。 

ＮＰＯ法人設立認証等事業３４万９,０００円を補正するものです。 

パソコン等の機械器具を購入する予定でございます。 

谷下企画部人権推進課長 続きまして、８、人権啓発費の人権相談事業につきましては、歳入の

総務管理費補助金で説明させていただきましたが、相談４事業の交付金化により、府交付

金が前年度実績の５％減額となったことにより、新たな財政負担を生じさせないように、

６万２,０００円を減額するものでございます。 

保井企画部企画人事課長 ８町税費、税務課人件費、給料の減額などにより、３８７万６,０００

円減額するものです。 

４ページをごらんください。 

戸籍住民基本台帳費人件費、職員の給料の減額等により、６５６万２,０００円を減額

するものです。 

指定統計調査費、府支出金１０万９,０００円を増額するものです。５年に一度実施さ

れます漁業センサスの統計分でございます。 

３民生費、社会福祉費人件費。職員の異動、給料の減額により、１２９万４,０００円

を減額するものです。 

老人医療費人件費、職員の異動などにより、５２万３,０００円を増額するものです。 

文化センター人件費、給料の減額などにより、３７万４,０００円を減額するものです。  

２児童福祉費、児童福祉総務費人件費、給料の減額などにより、８７万９,０００円を

減額するものです。ここでは財源内訳としまして、府支出金１００万円を充当しておりま

す。 

保育所人件費、給料の減額などにより、６５５万２,０００円を減額するものです。 

こぐま園人件費、職員の異動、給料の減額により、８万円減額するものです。 

衛生費、保健衛生総務費人件費、職員の異動、給料の減額により、８３万９,０００円
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を減額するものです。 

環境衛生費人件費、職員の異動、給料の減額により、８０万７,０００円を減額するも

のです。 

５ページをごらんください。 

清掃費、塵芥処理費人件費、職員の異動給料の減額により、３３９万２,０００円を減

額するものです。 

ごみ処理施設運営費、社会保険、労働保険料について、３５万７,０００円を減額する

ものです。 

し尿処理施設運営費、社会保険、労働保険料について、４５万１,０００円を減額する

ものです。 

８土木費、土木総務費人件費、職員の異動、給料の減額により、８５８万２,０００円

を減額するものです。 

道路橋りょう総務費人件費、職員の異動、給料の減額により、１２万９,０００円を減

額するものです。 

都市計画総務費人件費、職員の異動、給料の減額により、８６万２,０００円を減額す

るものです。 

住宅管理総務費人件費、職員の異動、給料の減額により、１２０万４,０００円を減額

するものです。 

亀崎総務部危機管理課長 続きまして、消防費、１消防費、４災害対策費、防災対策推進事業でご

ざいます。 

補正予算額が８１４万４,０００円。内訳といたしまして、消耗品費が１０９万１,００

０円、機械器具費といたしまして、７０５万３,０００円でございます。 

事業の内容でございますが、別途お配りしております資料１をごらんいただきたいと思

います。 

「地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金」活用の防災対策推進事業というタイトル

でございます。 

１枚めくっていただきまして、防災対策推進事業の概要ということで、災害時における

避難住民の避難生活支援及び応急の災害復旧支援への備えとして、町内４カ所に備蓄倉庫

を整備するということになっております。 

整備数は避難箇所、４箇所、各小学校等を想定しております。 
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まず仕様でございますが、下の方に主な仕様ということで、外装はアルミ合金波板と。

天井・壁は断熱仕様。ドアはアルミ製内開き。換気口は自然吸排方式で２カ所、アルミ製

フードソーラー換気扇付となっております。 

それでＡタイプでございます。このタイプにつきましては、幅が２メーター、奥行きが

２メーター４０、高さが約２メーター３０ございます。 

面積といたしましては、約１.５坪でございます。 

このタイプの設置場所は多奈川小学校体育館横、深日地区では深日小学校の体育館と校

舎の間、淡輪地区では町民体育館の横に設置を考えております。 

次に、Ｂタイプでございます。 

大きさは、先ほどのＡタイプより、若干小さめで、幅が１.５メーター、奥行きが２.４、

高さが約２.３メーターございます。 

Ａタイプより若干小さめなんですけども、孝子地区の小学校の校舎はグラウンドの隅あ

たりに設置したいと考えております。 

続いて３枚目をごらんいただきたいと思います。 

各備蓄倉庫の備蓄品でございますが、救急関係では２つ折り担架、救急箱セット５０名

用でございます。情報関係では携帯ラジオ、拡声器、食料関係では給水タンク５、ポリタ

ンク５、携帯用食器セット、これは１００名分入っております。 

それと消火・救助関係ではポリバケツ５、リヤカーが１、トラロープ、災害救助工具一

式ということで、油圧ジャッキ、ショベル、ハンマー、バール、ロープ、マスク等でござ

います。 

照明器具関係で懐中電灯５０、それと衛生用具関係で簡易トイレ、便座でございます。

これは１０、簡易トイレの処理剤ということで凝固剤が１００、それとトイレットペーパ

ーで５０、軍手１００、以上のようになっております。 

なお、今回のこの事業は、国の活性化緊急対策ということで、交付金としての枠配分が

ありまして、それらに合わせた整備数としておりますので、ご理解願いたいと思います。 

以上でございます。 

唐門教育部学校教育課長 委員会資料６ページをご参照願います。 

１０教育費、１教育総務費、事務局費として、６２万４,０００円の補正をするもので

ございます。 

事務局費の内訳は、臨時職員賃金５９万５,０００円、教育委員会評価委員報償費２万
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７,０００円、普通旅費２,０００円でございます。 

これは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正が、平成２０年４月１日

から施行されたことにより、法第２７条第１項では、教育委員会は毎年、その権限に属す

る事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を

作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

また、第２項では点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有するもの

の知見の活用を図るものとするとの規定を踏まえて、今回、補正予算に教育委員会評価委

員報償費及び普通旅費を計上しております。 

報償費内訳につきましては、学識経験者は日額７,０００円、町内有識者は日額６,５０

０円で、年２回の点検及び評価を２人にお願いし、報告書を提出していきたいと考えてい

ます。 

続きまして進路支援事業として、マイナス１２９万円の減額補正をするものです。 

進路支援事業の内訳は、臨時職員賃金、マイナス１２７万円、普通旅費マイナス２万円

でございます。 

補正後の予算額５９万８,０００円は、４月から７月までの進路支援相談員賃金で、７

月末退職しています。８月からは職員で対応し、事務の繁忙に伴う臨時職員賃金は事務局

費で計上しています。 

以上です。 

嶋坂教育部指導課長 学力向上推進校支援事業としまして、１２万円の補正をするものでござい

ます。 

内訳は消耗品費１２万円です。財源内訳は府支出金１２万円です。補助率は１０分の１

０です。 

この事業は、全国学力学習状況調査等の結果を踏まえ、確かな学力をはぐくむための学

習指導の取り組みとして行う事業です。 

基礎基本の定着を図るための朝学習等の時間を活用した漢字、計算等の反復学習や教員

の授業力向上を図るための授業改善や校内研修を実施し、基礎、基本の学力向上を目指す

ものです。 

また、漢字の習得と計算の技能の定着のため、大阪府教育委員会が作成した漢字、計算

つまづき調査を実施し、指導方法の工夫改善を図っていくものです。 

この事業は、平成２０年１０月１６日に大阪府と大阪府教育委員会が発表しました大阪
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の教育力向上に向けた緊急対策に基づいた一つの事業であり、１０月３０日に意向調査が

ございました。 

府内５０校ということで、各市町村１校は実施可能ということでしたので、まずは淡輪

小学校が実施することといたしました。しかしながら、子どもたちの学力向上はぐくむ上

において、有効であると考えておりますので、岬町の３つの小学校で実施できるよう、府

教委と調整させてもらい、深日小学校、多奈川小学校においても追加申請しているところ

でございます。 

以上です。 

保井企画部企画人事課長 事務局費人件費、職員の異動、給料の減額により、１５１万６,０００

円を減額するものです。 

事務局費人件費、教育長、教育長の地域手当の廃止により、２８万１,０００円を減額

するものです。外国青年招致事業費、社会保険料について、３７万２,０００円を減額す

るものです。 

唐門教育部学校教育課長 ２小学校費、小学校管理費として２６万９,０００円の補正をするもの

です。 

内容としましては、深日小学校内の消火栓の貯水槽付近で漏水が判明したため、改

修工事費として２６万９,０００円の補正をするものです。 

続きまして、２教育振興費、要、準要保護児童援助費として、９２万４,０００円の補

正をするものです。 

内容としましては、当初の準要保護児童見込み数、８４人から１０２人にふえたため、

９２万４,０００円の補正をするものです。 

内訳は学用品代として２６万４,０００円、新入学用品代として２万円、校外活動費と

して４,０００円、修学旅行扶助費として４万２,０００円、給食扶助費として５９万４,

０００円、合計９２万４,０００円の補正をするものです。 

財源内訳といたしましては、国庫支出金で２,０００円、一般財源で９２万２,０００円

です。 

以上です。 

保井企画部企画人事課長 ４幼稚園費、職員の異動、給料の減額により、９０万３,０００円を減

額するものです。 

５社会教育費、公民館費人件費、職員等給料の減額により、５８３万２,０００円を減
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額するものです。 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 ３深日児童館費、深日児童館管理費としまして、５万円の補

正をするものです。 

内容としまして、先ほど歳入で説明いたしましたとおり、国際ソロプチミスト大阪りん

くうより指定寄附として、深日児童館図書の購入を行いたく、５万円の補正をするもので

す。 

財源内訳は寄附金５万円でございます。 

保井企画部企画人事課長 ４青少年センター費、職員の異動により、１７８万２,０００円を増額

するものです。 

７ページをごらんください。 

６、保健体育費、共同調理場費人件費、職員の異動、給料の減額により、７５万６,０

００円を減額するものです。 

四至本総務部行財政改革課長 １２公債費、１公債費、地方債元金償還金といたしまして、５,０

１５万１,０００円を補正するものでございます。 

内容といたしましては、大阪府再生財政再建プログラムにおきまして、大阪府市町村施

設整備資金貸付金のうち、貸付利率が４％以上の高利率のものにつきまして、繰上償還が

できるということになっております。これによりまして、一般会計では昭和６２年から平

成５年にかけての貸し付けを受けております、７つの事業につきまして、繰上償還をする

ものでございます。これによります借換債の利率差によりまして、これを２.５％と考え

た場合、効果額としまして、約１,４００万程度が考えられております。 

当委員会に付託されております補正予算額総額といたしまして、４,７２９万５,０００

円ということになっております。 

続きまして、地方債補正でございます。今、説明させていただきました市町村施設整備

資金貸付金の繰上償還の財源といたしまして発行いたします借換債の発行に伴いまして、

地方債の発行限度額に５,０１０万円を追加しまして、補正後の限度額を７,９３８万８,

０００円にするものでございます。 

以上でございます。 

田代委員長 お諮りいたします。審議の途中ですけれども、暫時休憩したいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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田代委員長 ありがとうございます。ただいまより休憩をいたします。 

再開は１時でございますので、よろしくお願いいたします。 

（午前１０時３０分 休憩） 

 

（午後 １時００分 再開） 

田代委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま連絡を受けました傍聴の許可の申出に対して許可したいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

傍聴を許可します。 

田代委員長 それでは、本件について質疑、ご意見はございませんか。 

鍛治委員 ２点ほどお願いします。まず３ページの財産管理費で、熊取町から車を買うということ

ですけれども、現在の走行距離、どのぐらいの車なのかが１件と、給料並びに諸手当をカ

ット、カットとなってますけど、このラスパイレス指数、国と府に対しての岬町のその指

数ですね。その２点をお願いします。 

南総務部副理事兼総務法制課長 熊取町から購入を予定しておりますマイクロバスにつきまして、

走行距離の方は、１１月現在で６万１,７２５キロ走っております。 

保井企画部企画人事課長 ラスパイレス指数につきましては、２０年度につきましては、現在、算

定中でございますが、１９年度につきましては、国を１００として９８.２、今回、３％

の減額等を行っておりますので、見込みとして、約３％ほど下がるんではないかというふ

うに考えております。 

鍛治委員 ９５というぐらい。 

保井企画部企画人事課長 その程度になるものかと思われます。 

鍛治委員 はい、結構です。 

田代委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。 

中原委員 資料の１ページのところで、相談事業のことをご説明いただきましたけれども、これは

大阪府の維新案の中で、補助金を交付金化するということで、５％カットということをお

聞きしておりますけれども、このことによって、それぞれの事業が、これまでどおり継続

できるのか、それぞれの事業の目的を引き続いて果たすことができるというふうに考えて

おられるのか、そのあたりについて、お考えをお聞きしたいと思います。 
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それから、資料の３ページの幼稚園のバスの件ですけれども、これはこの熊取町からの

買い取りということが成立した場合、いつから稼働する予定なのか。予定をお聞きしてお

きたいと思います。 

     それから、資料６ページの教育費についてお聞きしておきたいと思います。 

     先ほどの学力向上推進校支援事業の説明の中で、今のところ淡輪小学校での事業の実施

ということで、深日や多奈川でも事業が実施できるように、追加申請中であるというよう

なご説明であったんですけれども、そうなりますと、この１２万円というのは、淡輪１校

のみの金額というふうにとらえていいのか。また、その申請をされている中で、追加申請

が受理されそうかどうか、そのあたりの見通しについて、お示しいただきたいと思います。 

     それから、同じく教育にかかわってですけれども、事務局費の中で、教育委員会評価委

員報償費というのが書いてありまして、そのことについて説明もいただいたところであり

ます。 

この教育委員会の評価委員についてですけれども、町として評価委員会の設置要綱等は

もう整えてあるのか。ありましたら、その目的等、要綱の内容を簡単にご説明をいただき

たいと思います。 

     それから、同じく教育関係で、小学校のところで、要・準要保護児童援助費というとこ

ろで、予定よりも大幅に要・準要保護の受給者数がふえたということで、１０２人という

ふうに小学校についてはお聞きしたところでありまけれども、この１０２人というのは、

率でいうと何％になるのか。 

また、今回、中学校費の中では、こういった措置はされていないんですけれども、現時

点で、中学校の方では、要・準要保護の受給者数や率はどうなっているのか。そのあたり

について、お聞きをしておきたいと思います。 

     以上です。 

谷下企画部人権推進課長 先ほどの事業が同じように実施できるのかということですけれども、確

かに大阪府の財政再建プログラムにつきまして、総合相談事業として交付金内示が減額さ

れております。我々といたしましても、この新たな財政負担を生じさせないような形で、

本事業を現在も実施しているところでございます。 

ただ、来年度以降は、現在、大阪府の方では相談事業を含めた交付金制度についての制

度設計の見直しを進めているところではございますけれども、その状況を見極めながら、

また関係する相談機関と協議をして、地域におけます困難な課題を抱えている方々に対し
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ての相談事業を財政の状況を勘案しながら、継続していきたいというふうに考えておりま

す。 

     以上です。 

南総務部副理事兼総務法制課長 熊取町のバスにつきまして、いつから稼働するかという点につき

まして、平成２１年３月末までに譲り受ける手続等を行いたいと考えておりまして、それ

から新年度、平成２１年４月に車検を受けて稼働するとなれば、車検を受けた後というこ

とで、４月中旬ぐらいになると思っております。 

以上です。 

嶋坂教育部指導課長 先ほどの中原議員の学力向上推進校支援事業のことですけれども、あと深日

と多奈川の分につきましても受理される見込みとなっております。 

     それで、各校につきまして１２万円の定額補助ということで、各校１２万円ずついただ

けることになると思います。その際は、予算編成上の関係で、既存の予算の中で予算措置

を行いまして、実施したいと考えております。 

以上です。 

唐門教育部学校教育課長 まず、教育委員会の活動の点検及び評価に関する要綱ということで、先

月の教育委員会会議において要綱案を示して、教育委員さんの承認を得ました。その要綱

の内容については、１条から８条までで、１条は趣旨を、２条では点検及び評価、３条で

評価委員の人数と任期、４条で評価委員からの意見書の提出、５条で議会への報告、６条

で町民への公表、７条で謝金、報償費の額ですね。８条は委任事項ということで定めてお

ります。それで、一応、第１条の趣旨におきましては、地方教育行政の組織や運営に関す

る法律の改正に伴って、２７条第１項の規定により、岬町教育委員会の活動の点検及び評

価に関し、必要な事項を定めるという要綱でなっておりまして、第２条では委員会は法第

２７条第１項の規定により、毎年、前年度の活動を点検及び評価するということで、３条

において評価委員の人数は２人、任期は１年、再任することができるというふうに定めて

おります。 

     あと、７条で謝金ですが、評価委員の謝金の額は町外学識経験者にあっては日額７,０

００円、町内有識者にあっては日額６,５００円というふうになっております。 

     続きまして、準要保護の今回８４名から１０２名になったということですが、この部分

につきましては、全体の１１％程度ぐらいというふうになっております。 

中学校費の準要保護については、当初予算６１人分を計上していまして、今６０人の申
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請等が入っておりまして、何とかかつかつ３月の支払いができるんではないかなというふ

うに見込んでおります。 

以上でございます。 

田代委員長 中原さん、よろしいですか。 

中原委員 まず初めにお答えをいただきました相談事業につきましては、財政状況を勘案しながら

ということでありまして、それも視点に入れながら、同時におっしゃられた困難を抱える

方への支援ということで実施される事業の目的を果たせるような取り組みとなるように、

努力をしていただきたいと思います。 

     それから、２点目の幼稚園バスについてですけれども、順調にいけば４月の中旬からの

運行になるということでありましたけれども、これまでも私のところへも以前使われてお

った幼稚園バスについての苦情といいますか、相談といいますかね。そちらもお聞きにな

っておられる部分もあるかもしれませんし、以前も議会の場で、ほかの議員によって指摘

されたこともありますけれども、非常に古い、財政上困難なので、やむを得ない部分もあ

りますけれども、雨漏りがするようなバスを運行しておったということもありますので、

今度のバス、走行距離も一定あるようですけれども、子どもたちによりよい環境となるよ

うに丁寧に使っていきながら、慎重に運行をしていっていただきたいと、ご要望申し上げ

ておきたいと思います。 

     それから、教育に関してですが、教育委員会の評価委員について、先ほど要綱の中身を

簡単にお示しいただいたところであります。 

この問題につきましては、２００６年１２月国会におきまして、教育基本法、以前の教

育基本法が改悪されたということで、その後、その具体化に伴って教育関連の３法案が出

されて、ご承知のとおりと思いますけれども、教員、現場の教員の皆さんに対する、さら

なる困難をもたらす部分もありますし、また子どもたちにとっては愛国心を押しつけるよ

うな内容も伴っておりまして、今回、この出てきております教育委員会の評価委員という

ものにつきましては、その教育関連の３法案のうちの中で、国家による教育機関への介入

が強められるということの一つのあらわれであるというふうにとらえておりますので、こ

れが岬町の教育委員会の点検をするということで、議会への報告や、公表については積極

的な面だというふうに考えておりますので、それは結構でありますけれども、独立した教

育機関であるその教育という分野について、不必要な介入等につながらないように、そこ

は慎重に運営をしていただきたいということを強くご要望申し上げておきたいと思います。 
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それからまた、そのあとの要・準要保護の児童数の推移を今お聞きしたところでありま

すけれども、私も岬町の中で貧困や格差がどのように進んでおるのかということについて、

これはきちっと議員としても把握しておく必要があるであろうというふうに考えておりま

して、さかのぼって、以前からの小学校や中学校の要・準要保護の児童の受給率というも

のを以前、教育委員会の方からお示しいただいたところであります。 

その中では、小学校で８年前、２０００年になりますけれども、このときの受給者数が

５０人、受給率で４.８％でありますけれども、今回はそこから８年たった時点で、１０

２人ということですから、以前と比べて倍以上になっているということになります。中学

校においては、そこまで顕著ではありませんけれども、やはり増加傾向が続いているとい

うことでありまして、この岬町においても貧困と格差が進んでいると。小学生のうちにこ

れだけの要・準要保護の世帯があるということは、中学校においても、今後も引き続いて

支援の必要な家庭や子どもたちがふえていくというふうにならざるを得ないというふうに

感じておるところでございまして、必要な措置をきちんと手当していっていただきたいと、

ご要望申し上げるところであります。 

この件に関しましては、以前、町独自の基準を国基準に見直したということで、結果的

に受給条件を厳しくしたという経緯がございますので、今後、また町独自に条件を拡大し

て、必要な方に、より多く受給していただけるような手当も含めて、検討をしていただき

たいと、これも合わせて要望しておきたいと思います。 

それから、先ほど質問はしませんでしたが、もう少し下のところで、深日児童館費、図

書購入費ということで５万円、今回寄附ということで、図書購入費に充てるという項目が

ありますけれども、以前もほかの議員も含めて、岬町の図書資産が少ないということは、

さまざまな場面で指摘されているところであります。ほかの市町村と比べても、確かにか

なり低い水準であると言わざるを得ないのが現状であるというふうに、私もとらえており

ますので、この点につきましても、今回は寄附というありがたいことがありましたけれど

も、そういう措置以外でもきちんと子どもたちに豊かな図書環境を与えていくという責任

を町として果たしていただくことをご要望申し上げておきたいと思います。 

以上です。 

田代委員長 ほかにございませんか。 

出口委員 １点お聞きします。実はその送迎バスの件でございますけども、これも排ガス規制が特

に厳しくなってる折で、どういう査定のもとに、その車両購入価格、これが１６８万とい
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う形で上がっておりますけども、年式等、そしてまたそれに加えて走行距離が少し上回っ

ているという中で、熊取町との価格交渉はどういう形で行われたのか、それをちょっとお

聞きしたいと思います。 

南総務部副理事兼総務法制課長 今回、この予算を上げさせていただいてますのは、この車の見積

もり額に基づいて上げております。 

それで年式につきましては、平成１０年式でございまして、５速で、先ほど走行距離に

ついては６万幾らということで申し上げました。現在、熊取町の方と、その譲り渡しにつ

いて協議を進めておるところでございまして、予算としては、その車の査定価格とか、見

積もり額、それに基づいて計上させてもらったということでございます。 

     以上でございます。 

出口委員 今のところ岬町をはじめ、４町村がこの排ガス規制の適用外になっておりますけれども、

将来的に、あとまた二、三年たてば、その排ガス規制もかかってくると思うんです。そう

いう中で、平成１０年の、もう約１０年たった車両を購入されて、後々修理等が多々、ま

たかかってくるんではないかと思うんですけども、その辺の考え方はどういうふうに思わ

れますか。 

南総務部副理事兼総務法制課長 車につきましては、現在１０年経過しておるということで、古い

車という関係もあります。それで排ガスの今後の規制の方なんですけども、現在、５町１

村がこの適用外ということになっておりますけども、これがいつ岬町も適用区域になるこ

とも考えられますので、なるべくこれ熊取町から譲り受ける場合は、その辺、安く譲り受

けたいと考えております。 

     考え方としては、以上ですけど。 

出口委員 もう１点だけ。実はその排ガス規制の問題で、これも当然、陸運事務所の方で問い合わ

すと、ある程度のそのこれからの規制問題に関して回答が出るんではないかと思いますの

で。やはり税金を投入しますので、古い車とともに、そういう規制がかかったら、またそ

の車が買いかえという形になってまいりますのでね。その辺もよく検討されて熊取町と交

渉に当たってほしいと思います。 

谷本委員 先ほどの中原委員と少し関連することで、確認のために一遍聞いておきたいと思います。

人権啓発費です。人権相談事業。これについて、昨年までは補助金という形で出ていたの

が、今回、大阪府の総合相談事業交付金という形に変わりました。昨年までの補助金の総

額はどれぐらいあったのか。それと、今回、この相談事業の交付金が、金額でどのぐらい

17 



 

になっているのか。このもう一つは、相談４事業ですべて公平に５％ずつカットしたのか。

この事業については１０％、この事業については何％とか、そういう変わりはないのか。

すべて５％ずつカットしたのか。それをちょっと確認しておきたいと思います。お願いし

ます。 

谷下企画部人権推進課長 交付金化により従来の補助金と比較した場合の影響額ですが、１９年度

の相談３事業合わせました交付実績総額が４１８万２,０００円に対しまして、今回、２

０年度の交付金の内示額では３９７万８,０００円となっております。１９年度実績交付

額の５％額にいたしまして、２０万４,０００円の減額となっております。 

それと、これまで実施しております相談事業の配分方法ということですけれども、これ

は等しくそれぞれの事業に、５％を減じた形で、一定の率で調整を行ったところでござい

ます。 

     以上でございます。 

田代委員長 よろしいですか。ほかに。ないですか。なければちょっと私の方から確認の意味で、

担当の方に確認したいんですが、２ページの寄附金のところなんですけども、現在、当町

で行っている「岬“ゆめ・みらいサポート事業」の経過、本会議でも内容を聞かせてもっ

たんですけども、そのときに寄附金の件について、担当部長の方から寄附金については、

まだ今のとこ、町としては受け入れしてないという答弁だったんですけども、町長の方か

ら、いや実は物件と言われたのか、物で寄附を受けているというようなニュアンスの答弁

があったんですけども、これについてもう少し町長の方から、具体的にどのような内容で

受けられたのか、それとどこに寄附されておるのかどうか。その辺をちょっと聞かせてい

ただきたい。 

石田町長 まず全体的な、そのゆめ・みらい基金につきましては５０万の予算で組んでおりますけ

ども、たしか現在１３６万の寄附を既にいただいております。これは、ゆめ・みらい基金

の中で入っております。そして、委員長ご指摘のうきわという団体からは今年度７３８万

６,７２０円の歳入があったと報告を受けております。その中で、利益としては本会議で

は２００万ぐらいと言ったんですけども、正確には１９５万９,４７８円の利益があった

と聞いております。その中で、昨年も１００万７,９３１円のご寄附いただいて、車を購

入させていただいて、ステップワゴンを一台、我々の方で購入させていただいたんですけ

ども、何分その寄附いただいて、一台の新車買うまではいかなかったので、我々も非常に

苦慮しまして、中古車の入札方法というのを検討して、中古車を購入させていただいたん
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ですけども、その辺が１００万７,０００円程いただきながら、車自身は七十数万の入札

という形になったので、その差額、もちろん我々もきっちりその歳入の中で使わせていた

だいたんですけども、すっきり現物のご寄附の方がありがたいということをお願いいたし

ました。現在、大きな車の一つはノアという車、これ事業課の事務費で購入した車、それ

と昨年ご寄附いただいたお金で買わせていただいたステップワゴン、それと昔からあるデ

リカ等々の車あるんですけども、やはり大きな多人数乗れる車というのが非常に我々も使

い勝手がいいので、今回、ＮＯxもクリアできる、できたら１０人乗りの普通免許で乗れ

る車を寄附していただきたいと要望し、それを今、段取りしていただけているというふう

に聞いております。あと手続が済み次第、この１９５万９,４７８円の利益の中から、１

０人乗りの車を一台、現物でこ寄附いただいて、まだ若干その手続でどれだけお金がかか

るかというのがまだ未定らしいんですけども、今聞いているところでは残金８０万少しぐ

らいを現金でゆめ・みらい基金の方にご寄附いただけると、そのような状況になろうかな

というふうに伺っております。 

     以上でございます。 

田代委員長 じゃ、まだ町の方には、直接、物とかお金でというのは、一切まだいただいてないと、

そういうふうに理解したらいいんですね。 

     はい、ありがとうございます。 

     他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 なければ、本件に対する質疑はこれにて終了いたします。 

続いて、討論を行います。 

まず、反対討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 次に、賛成討論ございませんか。 

中原委員 先ほど、いろいろとお聞かせいただいたところでありますけれども、その中でも申し上

げました教育委員会評価委員の問題について、改めて強くご要望申し上げておきたいと思

います。 

     先ほども申し上げましたとおり、この件につきましては、教育委員会への管理や統制と

いうことで、教育の自由に相反する国家からの大きな流れの一つのあらわれだというふう

に感じているところであります。そのことが及ぼす影響について懸念をするものでありま
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すので、今押しつけられている方向に立ち向かい、教育の独自性や自由を、より一層拡大

していくように町独自の努力を強めていただきたいということを改めてご要望を申し上げ

ておきたいと思います。 

また、本予算につきましては、小学校の改修費や、先ほど示されました要・準要保護児

童への援助費についても含まれておりまして、必要な措置というものも含まれております

ので、そのあたりを勘案した結果、賛成という立場ですけれども、先ほど申し上げた私の

懸念については、慎重に検討していただき、努力を強めていただくように、改めて強く要

望しておきたいと思います。 

以上です。 

田代委員長 ほかに賛成討論ございませんか。 

ないですか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第９１号「平成２０年度岬町一般会計補正予算（第３次）の件」のうち、本委員会

に付託されました案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

田代委員長 満場一致であります。よって、議案第９１号のうち、本委員会に付託された案件は可

決されました。 

引き続き議案第９７号「岬町立アップル館の指定管理者の指定の件」を議題といたしま

す。 

本件については、本会議で説明を行っておりますが、参考資料について担当課の方から

説明を求めます。 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 「岬町立アップル館の指定管理者の指定の件」につきまして、

補足説明させていただきます。 

     ８ページ、９ページをごらんください。 

指定管理者制度につきましては、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応

するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費の節減等を図ることを目的として、平成１５年に地方自治法が改正され制度が設

けられました。 

20 



 

岬町教育委員会では、平成２１年度から、岬町立アップル館に指定管理者制度を導入す

るため、指定管理者の公募を町内回覧、ホームページ等により行い、２団体から応募いた

だき、先に開催しました岬町立アップル館の指定管理者候補者選定委員会の選定結果の答

申を受け、このたび議会の議決を経て、指定管理者を指定していくものであります。 

指定管理者候補者選定委員会における最優先交渉権者の選定結果につきましては、９ペ

ージ及び本日配付しました岬町立アップル館の指定管理者候補者（最優先交渉権者）の選

定概要と資料を併せてごらんください。 

選定結果の内容ですが、最優先交渉権者として、岬町深日９９４番地の２４５、岬町子

どもの本連絡会、代表近藤弘子が選定されました。 

指定期間は平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日までの３年間でございます｡ 

選定理由として、管理運営についての、経験、知識はもとより、施設の設置目的を適切

に理解し、利用者の視点に立って、施設の効用を最大限に発揮するための具体的な方策や

経費の縮減が提案されている点が挙げられております。 

評価点につきましては、記載のとおり７００点満点で４０５点となっております。 

なお、評価項目については募集要項の中にも選定基準として記載の５つの評価項目と、

各項目ごとの配点を明記し、公募を行っております。 

選定概要につきましては、本日配布しております資料２で、さらに詳しく説明させてい

ただきます。 

最優先交渉権者の評価項目ごとの評価点数は記載のとおりとなっております。最優先交

渉権者に選定された岬町子どもの本連絡会の団体概要ですが、設置目的は公共の図書館と

連携し、会員相互の研修を深め、どの子にもよい本と、読書環境を岬町の子どもの豊かな

成長を願って活動することを掲げており、子どもの健全な育成のための各種取り組みが行

われ、資料に記載の各グループによって構成された団体でございます。 

最優先交渉権者の主な提案内容でございますが、特に評価点数が高かった部分について、

資料に整理させていただいております。管理体制として、管理事務責任者１名と、７名程

度の管理スタッフで構成するアップル館管理スタッフ会を設置し、利用状況に合わせて、

複数スタッフの配置を実現することが提案されております。 

また、従業員として、会のスタッフから採用し、配置される内容であり、実効性は高い

ものとなっております。 

一方、他の提案者となった団体の提案では１名の臨時またはアルバイトを従業員として
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配置するとし、今後、指定管理者に選定されれば募集を行って、従業員を探すとのことで

ございました。 

次に、資料２の裏面をお願いいたします。 

施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られている

ものであることという点では、記載の①から③の具体的な内容の提案がございました。 

また④の管理運営経費の縮減につきましては、現行の町の事業費を下回る１２５万１,

０００円の額の提案でありました。 

なお、他の提案者となった団体の提案では、その額を更に下回る１１２万円でございま

した。 

次に、施設の管理を安定して行う能力を有していることという点では、過去３年間にお

いても子どもを対象とする各種取り組みを実施していることや、アップル館において、ふ

れあい事業等の受託経験を有していることが評価されております。 

こうした点を含め、総合的に勘案し、評価が行われたものであり、選定のポイントとし

て、資料の最後にまとめてあります。 

他の提案者となった団体は、主に６０歳以上を中心とするメンバー構成で、町内におい

てもさまざまな活動に取り組まれており、地域社会におけるボランティアとして、各方面

で活躍いただいておりますところであります。 

しかしながら、子どもを対象とする、ふれあい事業の実施や、本施設と同様の施設の運

営管理経験はございませんでした。 

一方、最優先交渉権者に選定された団体は、子育て等を経験された方々を中心に構成さ

れた団体であり、子どもを対象としたさまざまな取り組みに経験を有し、現にアップル館

において、事業等の受託経験も有しており、こうした経験の違いもあり、今回の提案にお

いて経費縮減額は他の提案者がまさっていたものの、施設の設置目的を理解し、利用者の

視点に立って施設の効用を最大限に発揮するための具体的な方策や経費の縮減を提案され

た岬町子どもの本連絡会が各項目とも評価点が、まさり、７人の選定委員から、合計４０

５点の評価を得て、最優先交渉権者に選定されたものでございます。 

岬町教育委員会としましても、今後、指定管理者として、これまで活動経験やノウハウ、

ネットワークをいかした取り組みが期待されるものと考えており、同団体を指定管理者と

して可決賜わりますよう、よろしくお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

田代委員長 ただいまの説明に対して、質疑、意見ございませんか。 
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谷本委員 この指定管理者に幾つの団体が応募されたのか。それを１点、お聞きしたいと思いま

す。 

田代委員長 ２団体ということで。今先ほど。もう一度ど。はい。 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 ２団体の提案者がありました。 

谷本委員 いろいろ選定のポイントなんか書かれているけどね。その前に、この最優先交渉権者

の評価点というところで、施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理にかかる経

費の縮減が図られるものというところが、一番点数が多いわけですね。それが一番重要と

見ているわけなんですわ。それが、今回はその金額の少ないところが入らんと、高いとこ

ろが入ったということはどういうことなのか。 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 今回のアップル館につきましては、単純業務を委託する場合

や、一定の競争が見込まれる場合のような業務をアウトソーシングする場合などは経費節

減を第一の基準として、事業者の選定が行えば良いと考えますが、今回のアップル館は小

規模な地域性の高い施設であり、府内一円の事業者が競って応募するということは考えに

くく、現実的にも、町内業者であります提案者が、先ほど言いました２提案者しかござい

ませんでした。 

今回の指定管理者は本町にかわって、施設の運営を担うものであり、経費は安くなった

が、サービスが低下したということでは、設置目的、このアップル館の設置目的というも

のが十分に果たせなくなるものと存じております。 

このため、今回のアップル館の経費の節減のみならず、サービスの維持・向上という観

点からも評価し、それにふさわしい事業者を選定することが、望ましい姿であると存じて、

今回の決定となったものでございます。 

谷本委員 それならね。この評価点のところで、もっと指定管理業務について、相当の経験、知

識を有するものを従事させることができると。これの評価点をもっと上げるべきでないの

か。ここではその経費の縮減が図られるものが、最高になってますけども。ちょっと。 

時岡総務部理事 今回、私はこのアップル館指定管理者候補者の選定委員ということで、選定委

員会に参加させていただきました。今谷本委員の方からご指摘のありました点数の配分な

んですけれども、まずこの施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理にかかる経

費縮減が図られるものであること。これが一人５０点という配分になっております。これ

らの配分につきまして、募集要項に定めさせていただいております。またその中では、施

設におけるサービス、どんなサービスが向上するのか、そういった点と、経費の縮減、ど
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のぐらい経費が削減されるのか。その両方の視点をこの中で審査をさせていただいて、そ

れぞれ各７名の審査員が点数をつけたものを合計させていただいて、最終決定したという

ものでございます。 

田代委員長 今、谷本委員のおっしゃった内容、そうなんですけど、説明は、この評価項目でい

くと、配点が一番高いのは経費の縮減ということがうたわれているやないかと。それなの

に、今回、指定管理料が低いとこよりも高いとこに決まっているということが１点ね。そ

れともう一点は、谷本委員がおっしゃるのは、じゃ相当の経験を、知識を有するというこ

とを今回、優先していると、僕はそう今説明では聞いているんですけど、そうなれば、む

しろそちらの方の配点の方が高くて当たり前と違うかということを、今おっしゃっている

んで、その辺の説明をもう一度していただきたい。 

時岡総務部理事 その点に関しましては、指定管理業務について相当の経験知識を有するものを

従事させることができることとなっておりましてこれはその管理に配置していただく方が、

経験を持っておられる方が配置できるかどうかという判断になります。今回最優先交渉権

者となられた団体につきましては、会員の中から１名と、さらに複数の配置を可能とされ

てます。その団体が、これまでも子どもに関するさまざまな取り組みをされておられると

いうことで、経験、知識を有するであるというふうな判断をさせていただいたんですが、

点数の配分としては、その１点のみの配分になりますので、ここは低く抑えておりまして、

５０点にしておりますのは、やはりサービスがどのような形になるのか。その辺に重きを

置いてやっておるというようなことで、こういう点数配分になっております。これは一般

的に指定管理者制度を導入するときの評価基準、他の自治体においてもこういう配分をさ

れておりますので、それからみましても、何ら問題がないんではないかというふうに考え

ております。 

出口委員 よく説明は理解できましたけども、２件が応募されたという形の中で、合計の評価点

数が、もう一方の方は、その格差はどれぐらいあったんですか。 

岡田教育部長 格差につきましては、最優先交渉権者の評価点数については、ホームページ等に

も４０５点ということを公表させていただくわけでございますが、次点となられた団体の

点数につきましては公表をいたしますと、そのことがその団体にとってのマイナスという

ことに影響を及ぼす可能性がございますので、今回、最優先交渉権者の点数のみ公表させ

ていただきたいと考えております。 

出口委員  それは結構です。はい、わかりました。 
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中原委員 質問させていただく前に、本会議の場で資料をいただけるのかなということで、一言

申し上げさせていただいたところであります。 

今回、資料を用意していただきまして、一定の部分については、この資料に基づいて、

理解をすることはできますが、私が求めておりますのは、申し込んできた団体が提出され

た事業計画書などを客観的な資料でありまして、評価委員が何をどういうふうに判断をし

たかということについて、きょうのいただいた資料で、少し最優先交渉権者についての委

員会の考え方については、一定理解はできるんですけれども、私が求めておったものにつ

きましては、先ほど申し上げた客観資料でありまして、それを出せないのはおかしいのと

違うかというふうに考えておりますので、これは教育委員会だけにかかわらず、ほかの部

局でも、今後こういった指定管理者の選定等にかかわる案件がある場合に、資料の提出に

ついては不透明のところのないように、提出をしていただきたいということをまず初めに

申し上げておきたいと思います。 

質問ですけれども、今回１２５万１,０００円で指定管理業務を委託するということが

ご説明されました。この１２５万円という金額の中に、具体的にどのような費用が含まれ

るのか、お示しいただきたいというのが１点であります。 

２点目に、その１２５万１,０００円という金額で、アップル館の施設の設置目的にか

なう運営を行うのに必要な経費が賄えるというふうに担当課としては考えているのかどう

か。そのあたりについてのお考えを確認しておきたいと思います。 

それから、３点目に、今後何らかの必要な経費が生じた場合、どのような手当をしてい

くお考えか。この３点について、お示しいただきたいと思います。 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 今回の１点目の１２５万１,０００円につきましては、現在２

０年度予算として当町が計上している金額、項目に関しまして全項目が入っております。 

２点目につきましては、この収支につきましては最優先交渉権者から提案された収支計

画書として、現在提案費として提出しており、最優先交渉権者からの提案書でありますの

で、この金額でできるということにおいて、提案された金額となっております。 

３点目につきましては、今後、この金額でできるのか、いうことですが、この金額にお

きまして、今回提案しております提案者から、最優先交渉者の提案で、これにおいてでき

るということで、こちらの方にいただいておりますので、よろしく。 

田代委員長 オーバーした場合はどうするのかということですから、町が持ち出すのかどうかと

いうことを、もう一度答弁願います。 

25 



 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 町が持ち出すか。３点目ですね。それにつきましては、この

募集要項のときにおきまして、リスク表をつけております。その中に災害、法的に根拠が

変わった場合は協議すると。それ以外におきましては、提案者の責任においてやってもら

うと。維持管理をしてもらうということで、リスク表の中にうたっております。 

以上です。 

岡田教育部長 少し補足させていただきますが、まず、中原委員のこれで十分かと考えているの

かということでございますが、運営については、この形で契約をさせていただけたらあり

がたいんですが、ただですね。その不測の事態がリスク表ということを答弁させていただ

きましたが、このケースが起こった場合にはどのようにするのかというふうなリスク表も

あらかじめお示ししながら、計画書を出していただいておりますので、災害等、あるいは

大きな破損が何らかの理由で発生したというふうな場合は、その都度、団体と協議をさせ

ていただきたいというふうに考えております。もちろん冒頭、中原委員もおっしゃったよ

うに子どもの本を充実していくためには、まだまだ不十分な額だと思いますけれども、例

えば今回のようなご寄附をいただいたりとか、何らかの形で子どもの本の充実に期するよ

うな、そういう手だてが生じたときには、積極的にこのアップル館の活性化に役立てたい

と、そのように考えております。 

以上です。 

中原委員 今いろいろとご答弁をいただいたところでありますけれども、そもそも以前このアッ

プル館の指定管理者の指定の前の段階で、指定管理者を導入することができるという条例

が出てきたときに、この指定管理者を導入することについてのご意見は申し上げてきたと

おりで、経費の節減等を口実にして、公の責任の後退や、ひいては住民サービスの後退に

つながるということが懸念されるということを申し上げて、そのことにつきましては反対

したところであります。 

しかしながら、今回指定管理者として最優先交渉権者として選定された団体につきまし

ては、先ほどご説明もお聞きしましたし、私も知る範囲におきましては、子どもの本につ

いて深い見識も有していると。また研究や実践についても熱心に行っておられるところだ

というふうに感じているところでありますので、今後、必要な経費を手当することや、ま

たアップル館の設置目的にかなうような運営が実現できるような支援を町としても怠らな

いということをご努力いただきたいということをご意見として申し上げておきたいと思い

ます。 
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以上です。 

田代委員長  今、要望でよろしいですか。答弁を求めますか。 

中原委員 要望で結構です。 

田代委員長 要望ですから、今の点、十分理事者の方は今後、そういったことを真に受けとめて

この運営に当たっていただきたい。このように申し添えておきます。 

ほかにございませんか。 

辻下（文）副委員長 先ほど、谷本議長も言われたんですけども、この経費の縮減という観点か

らいうて、こちらに他の提案者の指定管理料１１２万円。それで今回、最優先団体は１２

５万１,０００円と、こう出ているわけですけれども、この件に関しまして、内容的には

具体的にこうこうかかるから、これだけ要るんやとかいうようなことは出せるもんもある

と思いますけども、中には抽象的な分もあるような感じもしますので、その辺のところ、

私はその選定委員会の結果は尊重しますけれども、一応その交渉の余地、この金額を、こ

の他の提案者の指定管理料に近づけるような、交渉の余地というのはあったのか、なかっ

たのか、その辺のあたり、ちょっと教えていただきたいと思います。 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 この他の提案者との金額の差につきまして、今後交渉の余地

はあるのかという質問でございますが、まだ交渉の余地につきましては、この指定管理の

件で、議会において承認をいただいた時点におきまして、今後、協定書の方に移らせても

らいますので、その段階において最高金額としての金額が出ております。その中におきま

して、協定書締結までの間、いろんなことに対し協議し金額のこと、それ以外のこととか、

各種方面のことにつきまして、協定書、本協定書におきまして盛り込んでいきたいと考え

ております。 

辻下（文）副委員長 その件はわかりました。それともう一点だけ。先ほど中原委員が言いまし

たように、客観的な資料はやっぱり出すべきやと、私も思います。それは要望として出し

ておきます。 

田代委員長 要望ですね。 

辻下（文）委員 はい。 

時岡総務部理事 指定管理者制度で、先ほど客観的な資料ということでございますけれども、こ

れは制度的にいろんな施設等の指定管理を行うために、応募する団体、事業者については、

自分たちのアイデア、ノウハウをまとめて提案書として出しますので、最優先権者となら

れたところは、それを採用されるんですが、それ以外のところの部分を出してしまいます
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と、また他の自治体でも同様の施設のこういう募集がありますので、そういったところへ

転用されるというような観点から、これまで、一般的には他の自治体においても次点者等

の他の方の提案書をオープンにするということはされてないという状況もございますので、

そのあたりもよくご理解いただきたいと思います。 

辻下（文）副委員長 そういう場合、例えばその優先されなかった団体さんの不満とか不信とか、

そういったあたり、行政の方に寄せられるというふうなことはないんですか。 

時岡総務部理事 そのあたりにつきましては、当然ながら最優先となられたの方の内容についても、

今日のような形で公表させていただいておりますし、これから実際協定書を結んで、事業

を実施していくことになりますので、そういった事業の成果の中で、やはりしっかりと評

価をしながら、そういったご意見が出てこないように対処していく必要があるというふう

に考えております。 

辻下（文）副委員長 はい、わかりました。 

田代委員長 よろしいですか。 

辻下（文）副委員長 はい、結構です。 

田代委員長 この件については、３名の方からの資料が少し不足ではないかというご指摘がありま

すので、今後指定管理者等の審議に当たっては、今言ったように問題のないような程度で、

できるだけ委員会で、詳細に説明ができるような資料の提出をすることを求めておきます

ので、その点は了解していただきたいと、かように思います。 

ほかにございませんか。はい、谷本委員。 

谷本委員 指定管理者の候補者選定委員会ってありますね。別に今の選定委員会が悪いというわけ

じゃないんですが、この選定委員が７名中５名が社会教育委員から出てますので、これ５

名社会教育委員から出ているというのは、どういうわけで、こういう構成になったのか。 

岡本教育部副理事兼生涯学習課長 今回の岬町立アップル館指定管理者候補者選定委員会の委員の

選定で５名の方につきましては、このアップル館につきましては、社会教育施設という位

置づけのもとで、５名の方は、社会教育委員を母体として、今回選ばさせていただいたも

のでございます。その他の方につきましては、保護者を代表する方、行政精通者とで、総

務部理事、計７名で構成させていただいたものでございます。 

谷本委員 今、社会教育の施設やから、社会教育委員会からすべて選んだという、これもっと他か

ら選んでもいいのと違うんですか。同じところからばっかり選ぶというよりも各方面から

選んだらいかんのかな。この辺もう一辺。 
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岡田教育部長 この選定委員につきましては、このような構成で委員会を構成したいということを

議会にも報告させていただきました。 

ただいま谷本委員からいただきましたご意見で、もっと広い観点で委員を構成すべきと

いうご指摘につきましては、今後その委員を構成する上で、十分に参考にさせていただき

たいというふうに考えております。 

川端委員 関連するんですけども、このやはり選定委員会を開いたら、委員さんには報酬がつくん

ですよね。 

岡田教育部長 はい。社会教育委員につきましては、一応社会教育委員の報酬ということでござい

まして、今回、ＰＴＡの代表の方に出ていただきました。この方については報酬を出すこ

とになっております。 

川端委員 何て言ったらええんかな。やはり、その辺も考えて、社会教育委員の人たちに選定委員

ということも考えてはるのかなと思ったので、あえて私ちょっとここで意見というんか、

ちょっと質問させていただいたんですけども、やはり、今後について、選定委員会という

のを、また構成するにあたっても、やはりいうたら、そのためにまた費用があえて要ると

かね。いうところも考えていただいて、それでないと、どこでお金を使っているのかとな

ってきますので、私の要望として、その辺もきちっと考えていただいて、選定委員会とい

うのを考えていただきたいなということを要望しておきます。 

田代委員長 今どういうふうに理解したらええんかな。谷本委員は幅広く委員出せというてる。そ

れについては岡田部長はできるだけ今後考慮すると。そしたら川端委員の方は、この社会

教育委員はそれだけの費用を弁済しているんだから、その中から選任されたんやからとい

う、２つのご意見が出てるんですけど、答弁していただけます。はい、どうぞ。 

岡田教育部長 今回は町内の候補者代表ということで、１名提案させていただいて、ご了承を得た

わけでございます。今、二人の議員のご指摘からいたしますと、その委員を１名だけとい

うことではなくて、それをこうふやしていく方向で、より観点が専門性も含めて加わるよ

うに考えていく。また、社会教育委員の方、全員というふうなことでお願いするものなの

か。あるいは社会教育委員会の代表という形で入っていただくのか。その辺も含めて、次

回の折には、当然委員を選定するについては、議会にもご相談をさせていただかないとい

けないと思いますので、その点、今のお二人の委員のご指摘を受けとめまして、適切な委

員の構成ということを考えてまいりたいと思います。 

田代委員長 部長の方から議会ということが出たんですが、別段、今議会に相談してということは
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委員はどちらも言っておらないので、ただ公平に幅広くそういった多くの方々の意見を聞

くために、この選任の当たっては十分考慮してほしいという、どちらも同じ意見だと思う

んですが、ただ費用という問題がかかってきますので、その辺も考慮した中で、十分今後

検討されることを私の方から申し添えておくので、今後この選任に当たっては、十分検討

していただきたいと、このように思っております。 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 なければ本件に対する質疑はこれで終了いたします。 

続いて、討論を行います。まず、反対討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 次に賛成討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第９７号、「岬町立アップル館の指定管理者の指定の件」について、原案のとおり

可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

田代委員長 満場一致であります。よって、議案第９７号は、本委員会において可決されました。 

お諮りいたします。 

暫時休憩したいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

田代委員長 暫時休憩いたします。再開は１０分ほどしてから再開いたします。 

（午後２時１３分 休憩） 

 

（午後２時２５分 再開） 

田代委員長 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

議案第９８号「岬町職員定数条例の一部を改正する件」を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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田代委員長 それでは質疑、意見ございませんか。 

中原委員 担当部の皆さんも大変お疲れのところであると思いますので、端的にお聞きしたいと思

います。 

今回の案件では、条例による職員の定数を減らすということになりますけれども、職員

を減らして、今後ふえていくであろうと予測できる仕事量をこなしていけるというふうに

考えておられるのか。その１点をお聞きしておきたいと思います。 

保井企画部企画人事課長 今後の職員の見込みでございますけれども、やはり職種というものを絞

って、その専門性等を考え、その財政的な状況も勘案しながら採用していきたいというふ

うに考えております。 

田代委員長 はい、よろしいですか。ほかにございませんか。 

川端委員 はい、ちょっと今の関連するんですけれども。現実には、来年度は退職債も発行するか

ら採用できないですよね。ということは来年ではなくて、次ということですか。 

保井企画部企画人事課長 本年度につきましては採用を見送ることとなっておりますが、２２年４

月において、職種について十分検討し、採用に向けて努めてまいりたいと考えております。 

川端委員 何ていうんかね。行革で人減らしていくっていうのもわかるんですけれども、現実的に

は事務量というのはかなりふえてきていると思うんですけども。町長、現場の職員とずっ

と面談してはるけども、本当に現場は大変だと思うんですけども、その辺どうなんですか。 

保井企画部企画人事課長 確かに現場といいますか、我々職員は、厳しい財政状況を迎えて、仕事

量は多くなるということも覚悟しながら踏ん張っているところでございます。それを今後

改善していきたいと思うものの、やはり事務事業の見直し、事務の仕方の見直しというよ

うなことも踏まえながら、事務をやっていくということも我々の職員の一つの課題ではな

いかなと考えております。臨時職員等の雇用も踏まえて、住民サービスの維持に努めてい

けるような形での対応を検討していきたいと考えております。 

田代委員長 これについては、行革の一環ですから、町長の方からちょっと補足的にちょっと説明

していただいたらありがたいんですが。 

はい、どうぞ。 

石田町長 確かに現場の職員といろいろ面談をしている中で、確かに事務も複雑化、専門化してき

ていると。その中でどんだけ小さな行政でも行政一つの団体である以上、大きなところと

仕事の内容は変わらない。したがって、私どもの町では１人の職員がたくさんの仕事を持

っていってしまってる。そして、副担といいますかね、それをサポートする人間もなかな
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かいないと。ですから、休んでしまうと、その事務が回らないという、非常に大変なとこ

ろもあるんですけども、それぞれに関しましては私常々言ってい部分は上司である課長な

り、部長がその辺のサポートをできるようなところまで、仕事をできる上司ということを

管理職には望んでおりますし、また大きな流れとして、民間でできるところは民間で、そ

してまた我々行政の職員でなければならないこと、これはもちろん我々がするということ

で、今我々がこの定数の中にも、もちろん専門職としての保育士もたくさんおりますし、

看護師、保健師、いろいろございますし、また給食調理員も１０名おられるという中で、

もし民間に任せられるところはないのか。後は職種変更とかいうことも検討に入れながら、

定数を減らしながらでも、サービスの低下が起こらないような形をこれからも考えていき

たいと思っておりますので、ご協力、ご理解賜りたいと思っております。 

以上でございます。 

田代委員長 川端委員、よろしいですか。 

川端委員 はい。 

辻下（文）副委員長 今の問題ですけれども、これは職員の側に立てば過労死であったり、病気で

あったり、懸念されるところでもあるし、それからまた住民の側に立てばサービスの低下

にもつながることでもありますので、今後、慎重にしていただくことを要望として上げて

おきます。 

鍛治委員 参考までにですけれども、５年ほど前までは二百二、三十人いたと思うんですよ。で、

今がこういう数字になってきたということは正規職員は少ないけれども、臨時職員とか嘱

託、その方はずっとはね上がるというケースはありませんか。 

保井企画部企画人事課長 臨時職員等につきましては、短時間勤務という形で、必要な時間を来て

いただくというような形態をとっておりますので、人数的には１４０名程度ということに

はなってきておりますが、時間的な換算をすれば、それほど状況は変わってはいないので

はないかというふうに考えております。サービスの必要な時間帯に従事していくような形

での配置を進めているところでございます。 

鍛治委員 今、時間的には余り変わっていないとおっしゃいましたけれども、それは何時時点で比

較してかな。 

保井企画部企画人事課長 パートという形で、週３０時間勤務というような形での雇用を始めての

が２年ほど前だったかと思いますので、その段階での中での対比でございます。 

鍛治委員 いろいろとご苦労されてますけれども、給料もカットされて、先ほど聞きましたら、約
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９５パーセントぐらいになるとかいうことですけれども、その辺、よくよく検討して、先

ほどの意見ありましたように、過労死云々につながらないように、ひとつよろしく。 

     以上です。 

出口委員 実は私も一応民間で約３０年勤めておりまして、実際に今の岬町の行政と同じくですね。

リストラが実施されまして、中の引き継ぎ事務とか、いろんなその総合的な仕事の部分で

はどうしても、そのロスが出てきます。ともに、ミスも出てきます。そういう中で、本当

にその課長が平職員の仕事をされて、課長職をされてということで、本当にその実際のそ

の管理職の仕事は十分にできているかどうか。とともに、各部署によって私もこの前よく

夜の１０時ごろ通るんですけれども、まだ一部の部署では電気がついているとか、そうい

うことが多々ありますのでね。その辺もよくまた町長、配慮していただいて、我々は一番

住民サービスが怠ること、その辺の部分が一番懸念されますので。それとともに、職員さ

んの健康という部分も、やはりきちっと配慮していただかないと、またまた業務に支障が

出ますので、その辺はひとつよろしくお願いします。 

田代委員長 要望ですね。 

出口委員 はい。 

田代委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 なければ本件に対する質疑はこれで終了いたします。 

続いて、討論を行います。 

まず反対の討論ございませんか。 

中原委員 先ほど、ご答弁の中で頑張っている職員の皆さんが、これからふえていく仕事量を覚悟

しながら踏ん張っているところだという言葉をいただきましたけれども、本当に現場の職

員の皆さんは、先ほど来、出ておりますような過労死を含めて、心身の健康を害するよう

な状況に、そういう過酷な労働条件になっている部分が見受けられるというふうに感じて

いるところであります。 

この件に関しましては、国の大きな動向による影響であるということが一つというふう

に感じておるところでありまして、行革の推進法で職員定数を５.７％純減するようにと

いうことが、国からおふれが出ているということで、一定削減についてはやむを得ない部

分があるというふうにも感じるところでありますが、果たしてどんどん人数を削減してい

って、住民サービスを守りながら、ふえる仕事を十分こなせるのかという不安については、

33 



 

ぬぐいきれないところであります。 

また職員を減らすということになりますと、行く行くは本来、行政が直接責任持つべき

仕事を民間にゆだねていくという大きな流れにどんどんのっていくしかなくなるというこ

とで、公の責任の後退や住民サービスの低下につながりかねないという懸念が大きくあり

ます。 

先ほど来申し上げておりますように、今でも過酷な労働環境におかれている職員の皆さ

んが心身ともに健康を害するということも大きな懸念材料の一つでありますので。そのこ

とが住民サービスの低下にもつながりかねないという、さまざまな懸念を感じているとこ

ろでありまして、本件については賛成しかねるという立場であります。 

以上です。 

田代委員長 はい。次に賛成討論の方ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 ないようですので、討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第９８号「岬町職員定数条例の一部を改正する件」について、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

田代委員長 挙手多数であります。 

よって、議案第９８号は本委員会において可決されました。 

続いて、議案第９９号「岬町手数料条例の一部を改正する件」のうち、本委員会に付託

された案件について議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

田代委員長 それでは質疑、意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 ないようですので、本件に対する質疑はこれで終了いたします。 

続いて、討論を行います。まず反対討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 次に賛成討論ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

田代委員長 ないようですので討論を終わります。 

続いて採決を行います。 

議案第９９号「岬町手数料条例の一部を改正する件」のうち、本委員会に付託されまし

た案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

田代委員長 満場一致であります。よって、議案第９９号のうち、本委員会に付託された案件は可

決されました。 

続いて、議案第１０２号「岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する件」を議

題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

田代委員長 それでは質疑、意見はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 ないようですので、本件に対する、質疑はこれで終了いたします。 

続いて、討論を行います。まず、反対討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 次に、賛成討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

田代委員長 ないようですので討論を終わります。 

 

続いて採決を行います。 

議案第１０２号「岬町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する件」について、原

案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

田代委員長 満場一致であります。 

よって、議案第１０２号は、本委員会において可決されました。 

以上で本委員会に付託を受けました議案５件については、すべて議了いたしました。 

本日の審議経過並びに結果については、次の本会議において委員長報告を行いますので、
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委員の皆様方のご協力をお願いいたします。 

それでは、総務文教委員会をこれにて閉会といたします。 

（午後２時３８分 閉会） 
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